
新たな生活困窮者自立支援制度
について

2015.3.9 地域福祉部内研修

志摩市社会福祉協議会 生活支援課

くらしサポートセンターふんばり！
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志摩市の現状
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志摩市の現状①
志摩市生活保護統計（平成16年度～25年度：10ヶ年）

保護世帯別労働力類型別生活保護世帯数・人員・保護率（‰）の推移
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志摩市の現状② 生活保護費の推移
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志摩市の現状③ 有効求人倍率

20
年

21
年

22
年

23
年

24
年

25
年
4月

26
年
12月

津市 11.9 0.59 0.80 0.85 1.07 1.04 2.00

四日市市 0.98 0.42 0.55 0.75 0.86 0.85 1.31

伊勢市 0.87 0.49 0.66 0.72 0.84 0.81 1.18

松阪市 0.89 0.49 0.70 0.77 1.05 0.97 1.31

桑名市 0.96 0.41 0.65 0.78 0.97 0.93 1.30

鈴鹿市 0.78 0.3 0.51 0.64 0.74 0,74 1.24

尾鷲市 0.88 0.68 0.81 0.76 1.05 0.96 1.62

熊野市 0.59 0.46 0.61 0.75 0.93 0.75 1.05

伊賀市 0.65 0.31 0.46 0.71 0.72 0.70 1.46
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公共職業安定所

有効求人倍率の推移（伊勢）

公共職業安定所別有効求人倍率の推移（労働市場月報平成25年4月より）
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志摩市の現状④ 完全失業率
H17年（2005） H22年（2010）

完 全
失業者数

完 全
失業率

順
位

完 全
失業者数

完 全
失業率

順
位

津市 7,872 5.36% 5 7,673 5.41 5

四日市市 6,810 4.26% 10 6,993 4.37 12

伊勢市 3,649 5.27% 6 4,051 6.17 4

松阪市 4,257 4.86% 8 4,630 5.40 6

桑名市 3,225 4.47% 9 3,561 4.88 8

鈴鹿市 4,296 4.21% 11 4,809 4.75 9

名張市 2,328 5.57% 3 2,565 6.30 3

尾鷲市 573 5.37% 4 469 5.01 7

亀山市 1,047 3.92% 12 1,117 4.23 14

鳥羽市 430 3.47% 14 533 4.68 10

熊野市 541 5.74% 2 580 6.75 2

いなべ市 889 3.52% 13 1,089 4.37 13

志摩市 1,718 5.74% 1 1,867 6.85 1

伊賀市 2,612 4.97% 7 2,246 4.50 11

「統計で見る市区町村のすがた2013」より 6

順
位

自治体名
完全

失業率

1 紀宝町 6.92

2 志摩市 6.85

3 熊野市 6.75

4 南伊勢町 6.74

5 紀北町 6.40

6 名張市 6.30

7 伊勢市 6.17

8 木曽岬町 6.12

9 大紀町 5.79

10 明和町 5.46

「日本☆地域番付」より

2010年



生活困窮者自立支援法
立法背景
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「生活困窮者自立支援法の円滑な施行に向けて（平成２６年６月厚生労働省社会・援護局）」資料引用 10



生活保護を受給し続けた場合と就業した場合の
社会保障等に与える影響について

○推計の目的
生活保護を受給し続けた場合と働く意欲のあるものが就労を通じて社会に速やかに復帰できた場合の社

会保障等に与える盈虚を大胆な仮定をおいえた上で推計し、両者の差を見ることによって格差・貧困施策の
持つ財政等に与える影響を数量的に把握することを目的とする。
○影響効果の考え方について
（正規雇用される25歳単身のケース：図中の金額は「男性の場合」～「女性の場合」として表示）

平成23年度全国厚生労働関係部局長会議（厚生分科会）資料より
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生活困窮者自立支援法
概要
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「生活困窮者自立支援法の円滑な施行に向けて（平成２６年６月厚生労働省社会・援護局）」資料引用 16
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自立相談支援事業（必須）と
任意事業の詳細
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必須事業
・相談支援体制整備
・住居確保給付金支給
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職 種 主 な 役 割

主任相談支援員

〇相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成
〇困難ケースへの対応など高度な相談支援
〇社会資源の開拓・連携

相談支援員

〇生活困窮者への相談支援
・アセスメント、プラン作成
・社会資源の活用を含む包括的な支援の実施
・相談記録の管理や訪問支援などのアウトリーチ

就労支援員

〇生活困窮者への就労支援
・ハローワークや協力企業などとの連携
・能力開発、職業訓練、就職支援、無料職業紹介、求人開拓
など

自立相談支援事業の体制
○自立相談支援事業については、以下の３職種を配置することを基本とすることを考えている。

※自治体の規模等によっては、相談支援員が就労支援員を兼務することなども考えられ、配置の
あり方について、今後更に検討。
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任意事業 ①
就労にむけた支援
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任意事業 ②
一時的な住まいの確保・支援
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任意事業 ③
家計の再建に向けた支援
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【生活相談】【必要に応じて貸付】

貸付後も一定期間定期的に

面談してフォロー
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任意事業 ④
子どもの学習支援（貧困の連鎖の防止）
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生活保護世帯等の子ども及びその保護者に対しては、日常的な生活習慣の獲得、子どもの進学、高校進学者の中退防止
等に関する支援を総合的に行う事業が全国９４自治体で実施（平成24年度）

7

埼玉県生活保護受給者チャレンジ支援事業

【対象】埼玉県内（政令市以外）の生活保護受給世帯の中
学生全員及びその保護者等

【運営】一般社団法人に委託して学習支援等を実施。教員
ＯＢなどの教育支援員が、定期的な家庭訪問を行
い、子ども及び親に対して進学の助言等を行う。
県内１７カ所で週１～３回の学習支援室を開催し、
学生ボランティアによるマンツーマンの学習支援
も実施。

【実績】平成２４年度は中学３年生の対象者７８２人の
うち３３１人が参加。うち３２１人（９７％）
が高校へ進学。

高知市高知チャレンジ塾における学習支援

【対象】福祉部局と教育委員会が連携し、生活保護受給
世帯の中学生を対象とした学習支援を実施。

【運営】市が雇用した就学促進員（教員免許資格者）が
定期的に家庭訪問し、保護者へ事業参加への働
きかけ等を行う。
民間団体に委託して、教員ＯＢ・大学生などの
学習支援員が週２回程度、市内５カ所で学習支
援を実施。

【実績】平成２４年度は生活保護受給世帯の生徒１０６
人が参加。中学３年生４３人のうち４１人が高
校へ進学。
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「生活困窮者自立支援法の円滑な施行に向けて（平成２６年６月厚生労働省社会・援護局）」資料引用 35
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